
令和 6 年１０月 １日 

当院は、健康保険法等の規定に基づき、北海道厚生局長等に下記のとおり届出している

医療機関です。 

《指定事項》 

・保険医療機関 ・救急告示病院 ・労災保険指定医療機関 ・生活保護法指定医療機関 

 ・結核指定医療機関  ・指定自立支援医療機関（更生医療・育成医療） 

・原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱医療機関 ・特定疾患治療研究事業委託医療機関 

・先天性血液凝固因子障害等治療研究事業委託医療機関 

・ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療給付事業委託医療機関 

・身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関（内科・整形外科） 

 

１．入院基本料について 

①療養病床(療養病棟入院基本料２)  看護職員２０：１、看護補助者２０：１。 

夜間勤務看護配置 看護職員２人、看護補助者１人がいます。 

１日に４人以上の看護職員（看護師・准看護師）と４人以上の看護補助者がいます。 

・ ８：３０～１６：３０まで 看護職員 １人当たりの受け持ち患者数は８人以内です。 

看護補助者１人当たりの受け持ち患者数は８人以内です。 

・１６：３０～ ８：３０まで 看護職員 １人当たりの受け持ち患者数は２９人以内です。 

看護補助者１人当たりの受け持ち患者数は２９人以内です。 

 

② 地域包括ケア病床(地域包括ケア医療入院管理料２)  看護職員１３：１ 

夜間勤務看護配置 看護職員１人がいます。 

１日に８人以上の看護職員（看護師・准看護師）がいます。 

・ ８：３０～１６：３０まで、看護職員 １人当たりの受け持ち患者数は４人以内です。 

・１６：３０～ ８：３０まで、看護職員 １人当たりの受け持ち患者数は２９人以内です。 

 

２．その他施設基準に関する届出事項について 

・診療録管理体制加算３・認知症ケア加算３・データ提出加算 1 ロ・療養病棟療養環境加算 

・経腸栄養管理加算・医療機器安全管理料１・肝炎インターフェロン治療計画料・輸血管理料Ⅱ 

・脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅲ）・呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅱ）・運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅲ） 

・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算・胃瘻造設術・輸血適正使用加算 

・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 16-64 列未満・人工腎臓・導入期加算 1・がん性疼痛緩和指導管理料 

・保険医療機関間の連携による病理診断・検体検査管理加算（Ⅱ）・医師事務作業補助体制加算２ 

・医療ＤＸ推進体制整備加算・入院ベースアップ評価料５１・外来・在宅ベースアップ評価料（１） 

 

 



３．入院時食事療養について 

    当院は、入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理され

た食事を適時（朝食７：３０以降、昼食１２：００以降、夕食１８：００以降）、適温で提供しております。   

４．診療報酬の詳細が分かる明細書の発行について 

    当院では、診療報酬の詳細が分かる明細書を無料で発行しております。 

公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、無料で発行致します。 

明細書は、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解頂き、ご

家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会

計窓口にてその旨お申し出下さい。 

５．保険外併用診療費について 

 ①特別の療養環境の提供（特別室） 

・療養病床    ３号室（個室）・５号室（個室） 

            … １日につき１，１００円（税込） 

トイレ・洗面台・テレビ・応対セット備付 

  ・地域包括ケア病床 

２３号室（個室）・２５号室（２床）・３２号室（個室）・３３号室（個室） 

…１日につき２，２００円（税込） 

トイレ・洗面台・テレビ・室内冷蔵庫・応接セット備付 

そ の 他   ディールームに設置の冷蔵庫・電話（通話料別料金） 

②その他 

 ・予防接種   ホームページ・１階受付窓口にてご案内しております。 

・文 書 料   ホームページ・１階受付窓口にてご案内しております。 

・食事療養費の標準負担額 

 

 

 

 

・生活療養費の標準負担額 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

・病 衣 代   ＠７７円（税込）×利用日数                      

・おむつ代   ＠３３円～8８円（税込）（税込）（大きさ・種類によって異なります） 

・テ レ ビ   ＠１６５円（税込）×利用日数（個室利用料をお支払いの方は除く） 

  ・冷 蔵 庫   ＠１１０円（税込）×利用日数（個室利用料をお支払いの方は除く） 

  診療記録等の開示に要する料金は１階受付窓口に掲示しておりますが、各種手続きを要するため窓口へお問

い合わせ下さい。 

                  ＪＡ北海道厚生連摩周厚生病院 

７０歳未満 ７０歳以上 標準負担額（１食当たり）

４９０円

●指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等　２８０円

●過去１年間の入院期間が９０日以内　２３０円

●過去１年間の入院期間が９０日超　　１８０円

該当なし ●低所得者Ⅰ １１０円

●低所得者（住民税非課税） ●低所得者Ⅱ

●一般（下記以外） ●一般（下記以外）

食費（１食） 居住費（１日）

①一般の患者（下記のいずれにも該当しない者） ４９０円 ３７０円

４９０円 ３７０円

２８０円 ０円

２３０円 ３７０円

申請月以前の１２月以内の入院日数が９０日以下 ２３０円

申請月以前の１２月以内の入院日数が９０日超 １８０円

申請月以前の１２月以内の入院日数が９０日以下 ２３０円

申請月以前の１２月以内の入院日数が９０日超 １８０円

１４０円 ３７０円

１１０円 ３７０円

※1　病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者（健康保険法施行規則第62条の3第4号）

※2　負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者

⑧低所得者Ⅰ（※１に該当する者）

⑨低所得者Ⅰ（指定難病患者）

⑩低所得者Ⅰ（老齢福祉年金受給者）

⑪境界層該当者※2

②厚生労働大臣が定める者※1（低所得者Ⅰ・Ⅱを除く）

③指定難病患者（低所得者Ⅰ・Ⅱを除く）

④低所得者Ⅱ（⑤⑥に該当しない方）

低
所
得
者
Ⅰ

療養病床に入院する６５歳以上
標準負担額

３７０円

０円

１１０円 ０円

⑤低所得者Ⅱ（※１に該当する者）

⑥低所得者Ⅱ（指定難病患者）

⑦低所得者Ⅰ（⑧⑨⑩⑪に該当しない者）
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Ⅱ


